
顧問先様向け 
新型コロナウィルス感染症対策として、 

中小企業は今何をすべきか！ 
～助成金対策セミナー～ 

代表 特定社会保険労務士 
 濱口 貴行 
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・雇用調整助成金（雇調金） 
・小学校休業等対応助成金 



濱口 貴行（はまぐち たかゆき） 
 

社労士・行政書士はまぐち総合法務事務所 
 
代表 特定社労士／行政書士／社長の年金コンサルタント 
 
  
中小企業に特化した人材採用のプロ 
適正診断「CUBIC」を活用した採用面接が得意 
 
 北海道旭川市出身 
 旭川東高等学校 卒 
 中央大学商学部経営学科 卒 
 東証１部自動車メーカー 購買部、宣伝・マーケテイング部門 
 税理士事務所 巡回指導 
 社労士・行政書士事務所 札幌駅前に開業 
 
  好きな言葉：変化はコントロールできない。できることは、その先頭に立つことだけである。 
     （ピーター・F・ドラッガー） 
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ガイドプロフィール 



はじめに 



◼想像し得なかった新型コロナウイルスの急拡大 
 
終息が見えない「新型コロナウイルス感染症」が、全世界規模で
拡大したことにより、行動・消費が抑制され、業種・規模問わず
日本経済に甚大な損害を与え始めています。 
 

資金繰りで頭が一杯の中、社員を休業せざるを得ない、そんな状
況になっている経営者様も多いかと思います。 
 

他方、社員を会社の命令で休業させた場合には、休業手当を支給
する必要があります。 
 

その手当の一部を助成してくれる雇用調整助成金を解説します。
雇用維持のため、ぜひ活用していただきたい制度です。 

はじめに 



「コロナ倒産」を回避する 
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コロナウィルス倒産！（全国12件、負債68億円） 

（3月23日13時時点） 6 



売上ダウンの影響が大きい業種 

■旅客運送業（新幹線、航空会社、観光バスなど）↔ 物流は堅調 
 
■宿泊業（観光客・出張の減少） 
 
■飲食業（飲み会、歓送迎会の中止） 
 
■生活関連サービス（旅行、結婚式場など） 
 
■教育関連（小中高校の休校、企業研修の中止） 
 
■イベント関連（イベント中止、広告宣伝の自粛）） 
 
■施術関連（理美容、整骨院、歯科医院など） 
 
■製造業（材料・部品が調達できない、土産物が売れない） 

ほぼ全ての業種・業態が何らかの影響を受けている 
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これから予想されること、、労使間トラブルが加速・・・ 

解雇、雇い止め、内定取り消し 
未払い賃金、未払い残業代問題 
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コロナ対策で使える助成金 
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売上ダウン 
店舗閉鎖など 
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休業させたら、休業手当をきちんと支払う 

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、 
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 
百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 
（労働基準法第26条） 
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平均賃金＝ 
 直近3か月の賃金総額÷直近3か月の総暦日数 



休業とは・・・ 
労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能
力があるにもかかわらず、労働することができない状態。 
 
そのためストライキや有給休暇の取得、疾病等による休暇
中は対象外です。 
※原則１日単位で計算するものですが、短時間休業も可能です。 
（要件緩和） 

そもそも休業とは？お店全体を閉めなくてはならないの？ 

お店全体を閉める必要はありません！ 
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コロナウィルスによる休業！バイト問題・・・ 

■バイトは休業なのか？シフトに入れてないだけなのか？？ 

毎月・毎週、シフトを組んでいるバイト君。 
お店がこのような状況だから、シフトに入れさせられない。。 
 ⇒これって休業なの？？ 
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今回の新型コロナウイルスの影響により新しく出来た助成金ではありません。 
歴史は古く、オイルショック時に創設されたものです。 

以前も、リーマンショック、東日本大震災などに活用されてきました。 
ただし、申請資料が膨大かつ審査が厳しい（不正が多い為）等の理由で、 
特に、中小零細企業では申請ハードルが高いといった問題もありました。 

雇用調整助成金（雇調金）とは？ 
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雇用調整助成金のイメージ 

政府 従業員 会社 
②助成金の支給 ①休業手当の支払い 

（労基法（60％）以上） 

１日あたりの給与額
10,000円の社員に 

6,000円支払う 

国から会社に対して 
助成金が5,400円 
支給される 

（特例：90％の場合） 
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注）これはあくまでイメージです。 
実際の社員への休業手当の支払いと雇調金の入金額は違います。 



「雇用調整助成金」（雇調金）は国の救世主 
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雇用調整助成金 ～第1弾：コロナ感染症の特例 令和2年1月24日～7月23日 
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雇用調整助成金の変遷 事後提出がOKに！  
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計画届は事後でもOK！ 

今回の新型コロナによる落ち込みは急だったため、特別に計画届の事後申請をOKとした！ 
※それだけ急な襲来であったということ（先に休業入ってもOK！） 
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計画届の事後提出は１回しかできないので注意！！ 



雇用調整助成金 ～第2弾：北海道の特例 令和2年2月28日～4月2日 
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雇用調整助成金 ～第3弾：緊急対応期間特例 令和2年4月1日～6月30日 
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第3弾 つづき 
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緊急対応期間（令和2年4月1日～6月30日）のポイント 



雇用調整助成金～ 第3弾：緊急対応期間特例 令和2年4月1日～6月30日 
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令和2年4月1日からは、全国一律に大幅に拡充！ 
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助成金の種類は２種類  

 A.雇用調整助成金（雇調金） ←雇用保険料が財源  
       ⇒ 雇用保険被保険者向け 
 
 B.緊急雇用安定助成金 ←一般会計より 
       ⇒ 雇用保険に非加入者向け 
    （週20時間未満のアルバイト・パートなど） 

助成金の財源は雇用保険料！だから、種類が２種類あります。 



一番の問題点・・。申請書類が多く難しすぎる・・・ 
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令和2年4月1日からは、さらに待望の大幅な事務の簡素化！ 
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新型コロナウイルス対策感染症による 
小学校休業等対応助成金 
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新型コロナウィルス感染症による 小学校休業等対応助成金 
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新型コロナウィルス感染症による 小学校休業等対応助成金 

新型コロナウイルス対策感染症による小学校休業等対応助成金 

簡単に言いますと・・・ 
 

◆学校が休業になったので、子供の面倒をみる「保護者」に通常（法定）の年次有給休暇とは 
「別に」特別の有給休暇を与える。（原則：小学校以下） 
◆その日の賃金は「全額」補償する。 
◆休暇中に支払った賃金「相当額」の100％を助成金で支給。 
 ただし、１日あたり上限日額8,330円/人 

◆休暇取得の助成金対象期間は、令和2年2月27日～6月30日とする。（3月31日までから延長） 

◆申請期間 令和2年9月30日まで 
◆雇用保険被加入、非加入問わず対象となります。 

※雇用調整助成金と違う助成金です。 
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まず、雇用調整助成金（雇調金）を知ろう！ 

32 



そもそもの雇用調整助成金とは、、、 
 

■景気変動の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 
労働者の雇用を維持を保つ目的で、計画的に行う【休業・教育訓練・出向】の際に支払う 
【休業手当・賃金等】の一部を助成するものです。 

◆事業主が負担した休業手当や賃金額の・・・２/３を助成（大企業は１/２） 
※１人１日あたり上限¥8,330 
◆教育訓練を実施した場合・・・ ￥1,200/日 加算 
◆支給限度日数・・・１年間１００日（雇用保険被保険者１名あたり） 
 
     休業等を取得した延べ日数 ÷ 対象労働者数 で算出 
 
例：対象者が20名の会社で、判定基礎期間1ヵ月間に、10名が各16日間休業したのであれば、、、 
 
 10名×16日＝160人日÷20名＝８日  
 ※支給限度日数 8日でカウント（消化）  
   本事例が対象期間（１年間）の初月なら、100日―8日=残92日が翌月へ繰越しされる。 
 ※対象労働者とは、雇用保険の被保険者です。 
 ※事業所において支給対象期間に残業が発生した場合、その該当する時間分は支給額から控除されます。   
 （＝残業相殺） 

そもそもの雇用調整助成金 全体像 
通常モード 
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そもそもの雇用調整助成金 対象となる事業主 

対象となる事業主・・・支給対象となる要件 
 
■景気の変動等、経済上の理由であること（事故や災害による設備被害などは除く） 
■事業活動の縮小が確認できること 
 👇👇の①生産量要件  ②雇用要件 を満たしていること 
■事前に労働者代表と協定を結ぶこと 
■雇用保険適用事業主であること 
■労働保険料の滞納がないこと  ※他、過去に助成金の不正受給をしていない等、要確認 

①生産量要件 
売上高や生産量が、直近３か月間の月平均値が前年同期に比べ10％以上減少していること 
 
②雇用量要件 
雇用保険被保険者及び受け入れ中のの派遣労働者の、直近3か月間の月平均地が前年同期に比べ
10％を超え、かつ４人以上増加していないこと。（大企業は5％を超え、かつ6人以上） 

通常モード 
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そもそもの雇用調整助成金 本来の受給手続きの流れ 

◆対象期間（1か月～3か月の期間）毎に、「事前に計画届」と支給申請が必要 

雇用調整の
計画を策定 

計画届 
提出 

休業等 
実施 

支給申請 
提出 

労働局 
審査 

支給決定 
支給額振込 

◆休業・教育訓
練・出向の具体的
な内容を検討し、
計画を立てる 
◆労使協定を結ぶ 

◆計画を立てた内
容を元に計画書を
作成 
◆計画届を提出 

◆計画に基づき実
際に雇用調整を実
施 

◆行った休業・教
育訓練・出向の実
績に基づき、支給
申請書を作成 
◆支給申請書を提
出 

◆支給申請の内容
について、労働局
で審査と支給決定 

◆決定金額が会社
の口座に振り込ま
れる 

【計画届申請時：必要添付書類】 
◆就業規則 ◆給与規定 ◆年間休日カレンダー ◆シフト表 ◆会社案内・登記簿 等  
◆労働者名簿 ◆売上高確認書類（月次損益計算書・総勘定元帳・生産月報 など） ◆休業協定書 ◆委任
状（原本） ◆労働者代表選任届（原本） ◆派遣先管理台帳（派遣労働者がいる場合） 
 
【支給申請時：必要添付書類】 
◆労働保険確定保険料申告書 ◆出勤簿（タイムカード等）  
◆賃金台帳（所定外労働等の時間数・賃金額が記載されていること） ◆雇用契約書（又は労働条件通知書） 

通常モード 
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